
別表第３

（特定毒物）

1 オクタメチルピロホスホルアミド

2 四アルキル鉛

3 ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト

4 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト

5 ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホスフエイト

6 ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト

7 テトラエチルピロホスフエイト

8 モノフルオール酢酸

9 モノフルオール酢酸アミド

10
前各号に掲げる毒物ほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の著しい毒性を有する毒物で
あって政令で定めるもの

毒物及び劇物取締法のページに戻る

（http://www.nihs.go.jp/law/dokugeki/dokugeki.html）
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